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１１ 議案第１２号関係 

 おいらせ町介護保険条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号被

保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。 

第２条 平成３０年度から令和２年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３９，６００円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ４０，５００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

５９，４００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

５５，０８０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

５９，４００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

６０，７５０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

７１，２８０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

７２，９００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

７９，２００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

８１，０００円 

(6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 

９５，０４０円 

(6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 

９７，２００円 

令第３９条第１項第６号イの市町村が定め

る額は１２０万円 

令第３９条第１項第６号イの市町村が定め

る額は１２０万円 

(7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 

１０２，９６０円 

(7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 

１０５，３００円 

令第３９条第１項第７号イの市町村が定め

る額は２１０万円 

令第３９条第１項第７号イの市町村が定め

る額は２００万円 

(8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 

１１８，８００円 

(8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 

１２１，５００円 

令第３９条第１項第８号イの市町村が定め

る額は３２０万円 

令第３９条第１項第８号イの市町村が定め

る額は３００万円 

(9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者 

１３４，６４０円 

(9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者 

１３７，７００円 

令第３９条第１項第９号イの市町村が定め

る額は４３０万円 

令第３９条第１項第９号イの市町村が定め

る額は４００万円 

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 

１５０，４８０円 

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 

１５３，９００円 
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改 正 案 現 行 

２ 前項第１号、第２号及び第３号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、次の各号

に定める額とする。 

２ 前項第１号、第２号及び第３号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度から令和２年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とす

る。 

(1) 前項第１号に掲げる者 ２３，７６０円 (1) 前項第１号に掲げる者 ２４，３００円 

(2) 前項第２号に掲げる者 ３９，６００円 (2) 前項第２号に掲げる者 ４０，５００円 

(3) 前項第３号に掲げる者 ５５，４４０円 (3) 前項第３号に掲げる者 ５６，７００円 

 

  


